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症 例 報 告

中年 齢 層 を中心 と した事 業 所 にお け る集 団感 染
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We experienced an outbreak of tuberculosis in a salesmen's office during the period 

from 1993 to 1997. The outbreak was detected retrospectively. In July, 1997, a 47-year-old 

man was diagnosed as pulmonary tuberculosis. As he worked with a 42-year-old man 

who was already registered in our health center, we suspected an outbreak and started a 

survey. Contact examinations were carried out for 9 employees of his office and 3 mem-

bers of his friends. As the result of these examinations, one employee showed strongly 

positive tuberculin skin test, and was indicated isoniazid chemoprophylaxis. Furthermore, 

some contacts told us that seven cases of active tuberculosis and three cases of primary 

 infection indicated chemoprophylaxis had occurred among employees and their family 

members. The index case was a 41-year-old man who was diagnosed as tuberculosis in 

January, 1993. The second case among employees had previous history of pulmonary 

tuberculosis.

Almost the patients among the employees had a hard life suffering from debts, and 

had heavy alcohol use. These facts may partly explain the spread of tuberculosis in this 

office.

As each case was registered at different health centers, we hadn't noticed the outbreak 

for 4 years. But it is true that insufficient approach of health centers to contacts caused 

a serious delay of detecting the outbreak. A thorough investigation for contacts and com-

plete contact examinations are needed.
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は じ め に

近年,結 核の集 団感染 は小 ・中学校等の学校中心の発

生か ら事業所,医 療機関へ とその舞台 を移 しつつある1)2)。

今回,初 発患者発生 か ら4年 半 を経 て発 見 され た事 業

所 における中年齢層 を中心 とした集 団感染事例 を経験 し

た。この事例 には4保 健所が 関与 してお り,患 者お よび

感染者 は計10名 に及 んだ。そ こで,患 者 発生 時 の保 健

所 の対応 やその接触者検診 のあ り方 を中心 に検討 を加 え

報告 する。

事 例

平成9年7月,セ ールス活動 を主 とする事業所 に勤務

する男性 が肺結核患者 として保健所 に登録 されたこ とを

契機 として,平 成5年 を初発 とする集団感染 が明 らか と

なった。 この事 業所 の従業員 とその家族 において,患 者

7名 ・感染者3名 が確 認 された(図1)。

発見の契機 とな った男性 はY区 在 住 ・47歳Dで,咳,

労作時呼吸困難,体 重減少 を主訴に医療機 関で受診 し,

肺結核(bII2・ 喀痰塗抹G8号)と 診断 された。Dは 平

成8年7月 ころよ り,約1年 間咳 を 自覚 してい た。D

か らの初回面接時の情報 によ り,平 成7年3月 にすで に

Y区 保健所 に結核患者 と して登録 されて いた42歳 男 性

Cと 同一事業所 に勤務 していた ことが判明 し,集 団感染

疑い例 と して接触者検診 を進めた。

Y区 にあ るこの事業所 は,8階 建て ビルの1室 にあ り,

約20m2ほ どの広 さを有 して い る。従 業員 は常 時13名

程度であるが,入 社 後短期 間で退社 する従業員 が多いこ

とが特徴 的である。事 業所 の上階お よび近隣に寮 を完備

してお り,従 業員1名 につ き1部 屋 が提供 され,ほ とん

どの従業員 はこれ を利用 していた。事業所 での健康保 険

の制度 はな く,結 核 と診断 された者はほ とん どその時点

で生活保護の 申請 をしていた。 さらに,肺 結核患 者が事

業所で発見 され るまで,従 業員の定期健康診断は実施 さ

れてい なか った。 また,従 業員の生活背景 として,借 金

等金銭的問題 を抱 えてい るとい う現状がある。

Dの 接触者検診 はCを 含 む事業 所従 業員9名 と勤 務

外で参加 してい た団体での接触者3名 に対 して実施 され

た。その結果,22歳 の男性Fが 化学予防 とな り,ま た,

Cの 肺結核再燃(lII2・ 喀痰塗抹G4号)が 確認 された。

Cは 初 回治療時 に,服 薬 開始か ら約2カ 月で治療 を中断

していた。

検診 時の事業主 および同僚か らの情報 によ り,さ らに

Dと ほぼ同時期 に肺結核 と診断 され入 院中の 従業 員E

とすでに治療 を終 了 してい た従業 員A,Bの 存 在 お よ

び この事業所 の事業 内容 や勤務形態が 明 らか となった。

A,B,Eは,C,Dと 別 の保健所 に登録 されて いた た

め,他 保健所 と連携 を取 り,感 染源 および感染経路 の調

査 を行った。

初 発患者はW区 保健所 で登録 され,そ の後X区 へ と

転出 していた糖尿 病治療 中の41歳 男性Aで,平 成5年

1月 に肺結核(bH2・ 喀痰 塗抹G5号)の た め入 院治療

となった。Aは 無職 と称 してい た ため,同 居 してい た

妻,子 供2名,義 理の祖 母,父 母お よび妹 の計6名 の家

図1事 業所 を中心 と した集団感染関係図

小枠:住 所地,枠 内数値:年 齢,括 弧内:ガ フキー号数

矢 印:事 業所へ の出入 りを示す,単 純線:家 族関係 を示す

□;発 病者 □;化 学予防
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図2入 退社の時期 と病状 経過

◎,○:RFLP実 施者,◎ と○は異なる結核菌 を示す

← →:入 退社 の時期,⇔:咳 の出現期 間,●-●:入 院期 間

族検診が実施 された。Aの 子供2名 に対 して はツベ ル

クリン反応(以 下,ツ 反応)検 査 が実施 され,発 赤径が

それぞれ38mm,47mmの ため化学予 防 となった 。 こ

の2人 も含 め家族全員,胸 部X線 検 査 では異 常が 認 め

られなかった。 しか し,そ の後 の家族検診が実施 されて

お らず,Aの 義理 の妹(19歳)が,Aの 登録 か ら1年

10カ 月後 に有症状受診 に よ り肺 結核 と診断 され た。 な

お,こ の義理 の妹 の発病 を きっか け と して,Aの 登 録

か ら約2年 後 に家族検診 を実施 したが,新 た な発病者 は

認 め られなかった。

この事業所の第2例 は,結 核 の既往 歴 のあ るX区 在

住 の45歳 男性Bで,平 成6年4月 に肺結核(bH2・ 喀

痰塗抹G5号)と 診断 されて いた 。BはAの 結核 発 病

を契機 にこの事業所で実施 される ようにな った職場検 診

で発見 された。妻お よび子供計4名 に対 し,登 録 直後 の

定期検診が実施 され,Bの11歳 の息子 が ツ反応検 査 で

発赤径73mmの ため化学予防の適応 とな った。 また,

13歳 お よび9歳 の子供 は,初 回ツ反応 検査 の結 果,発

赤径がそれぞれ18mm,15mmで あ った ため,2カ 月

後の再 ツ反応検査 が指示 された 。妻 に対 しては胸 部X

線検査 が実施 されたが異常 は認 め られなかった。しか し,

化学予 防 となった11歳 の子 供 は服 薬1カ 月 で治療 を中

断 し,そ の8カ 月後 に肺結核(rIII1・ 喀痰塗抹培養 とも

陰性)を 発病 した。また,Bの 家族検診 に関 しても,初

回検診 のみで再 ツ反応検査 も含め2回 目以降の検診 は実

施 されていない。 なお,事 業所への接触者検診 は職場検

診発見例 とい うことか ら実施 され なか った。

第3例 目のCも 平成7年3月 の職場検診で発見 され,

肺結核(lIII2・ 喀痰塗抹培養 とも陰性)と 診断 された 。

Cに 対 して は電話 による初回保健指導お よび 情報収集 を

行 った。この とき,他 従業員の職場検診の結果 について

聴取 し,全 員胸部X線 検査で異 常が なか った こ とを確

認 したので,保 健所では改めて接触者検診 を実施 しなかっ

た。

第4例 は本事例発見の契機 となったDで あ り,ま た,

同時期 に第5例 目のZ区 在 住52歳 男 性Eが 肺 結核

(bII3Pl・ 喀痰塗抹G4号)と 診 断され,入 院治療 を行っ

ていた。Dお よびEは 職場検 診未受診者であった。

次 に発病 した従業員の発病お よび入退社 の時期 を図2

に示す。Bは 結核 の治療 歴 があ っ たが,Aの 発病 がB

の再発 より約1年 先行 している ことか ら,AとBは 異

なる結核 菌に よる感染 であるこ とが推定 された。さらに,

Bの 再発 時にDは この事業所 を一 時退職 してい てBと

接触 がなかったこ とより,DはAか らの感染 で あ るこ

とが示 唆 された。化学予 防 となったFは,事 業所 の上

階の寮 でDと 隣室 で,勤 務外 で も接 触が あ った こ とよ

り,Dか らの感染が予想 された。

また,RFLP分 析で あるが,A,Bに つ いて は菌株

がす でに廃棄 されてい たため,C,D,Eの3名 につい

て実施 した。結果 はDとEの 結核菌のパ タ ー ンは一 致

したが,Cは 別のパ ターンを示 した。

以上 よ り,本 事例で はAを 感染源 としたAの 家族 お

よび従業員D,E,Fへ の感染 と(Aか らAの 家 族,

D,Eへ,ま たはDを 介 してEへ さ らにDか らFへ

と),Bを 感染源 としたBの 家族お よび従 業員Cへ の2

つの感染経路が推 定 された(図3)。

なお,事 業所 における発病者 の背 景 として,ア ルコー

ル多飲,大 量喫煙,糖 尿病等合併 症のほか,不 規則 な生

活等が見 られた(表)。

最後に,発 病者 は全員 治療 を終 了 し,ま た,A,Bの
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図3RFLP検 査結果および推定感染経路

表 患者 背景

家族 およびこの事業所従業員 につ いて も新 たな発病者 は

認 め られていない。

考 察

中高年齢層 において も結核 未感染者 が増加 しているこ

とを背 景に,こ の年齢 層での集団発生 が散見 される よう

になった3)～5)。1995年 の推 計結 核既 感染 率 に よる と,

40歳 代 で もその約85%が 結核未 感染者 で あ り6),40歳

代,50歳 代で も集 団感染が起 こ り得 る状況 にあ る。本事

例において も40歳 代 がその中心であった。

今回の集団感染事例 は初発 患者発 生か ら4年 半が経過

する まで発見 に至 らなかった。保健 所の接触 者対応 が徹

底 されていれば感染拡大が防止で きた と考え られ,反 省

点 と今後の方策 を中心 に検討 を行 う。

まず,接 触者 に関す る情報収集であ るが,初 発患者,

事業所 の第2例,第3例 に対 し,家 族への面接 また は電

話 による情報収集が行 われ たのみで,患 者本人への面接

が実施 されてお らず,全 体的 な情報不足があった。また,

初発患者 は無職 と称 していたため,所 属事業所への調査

が及 ばなかったが,事 業所 の第2お よび第3例 は職場検

診発見例 であった。 しか し,い ず れの発見時 におい ても

他職員 の職場検診 の結果 をは じめ とす る健康状況の確認

がなされず,集 団感染発見 に至 らなかった。患者本人か

らの情報 な くして,適 切 な接触者検診 を実施す ることは

不可 能である。今後 は,患 者へ の初 回面接 を徹底 させ,

接触者 に関する情報収集 の強化 を図 らねばならない。ま

た,職 場検診発見例 であって も,他 従業員 の結果 を確実

に把 握する ことが重要 である。職場検診 の結果 を確認す
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る必要が あるときには,検 診漏れ者の有無 を確認す ると

ともに,X線 フィルムの借用 また は診 断書 の提 出等 に

よ り確実 に結果 を把握 してい きたい。

次 に,接 触者検診の具体的 な実施方法 についての問題

点 をあ げる。初発患者 は感染危険度区分が 「最重要」で

あ った にもかかわ らず,初 回家族検診実施後,そ の後の

経過観察検診が行われてい なかった。初発患 者の登録 か

ら1年10カ 月後 に肺結核 と診断 され た19歳 の義 理の 妹

は,初 発患者登録か ら半年後,1年 後の経過観 察検 診 が

実施 されていれば,症 状 が出現 する前 に発見 で きた と考

え られる。 また,初 回検 診でツ反応検査 が実施 されてい

れば,発 病 を予 防で きた可 能性 が 高い 。1992年 に厚生

省 か ら示 された 「定期外健康診 断ガイ ドライ ン」7)に お

いて も患者 の感染危 険度 区分 が 「最 重要 」 の場 合,15

歳 か ら18歳 はツ反応検査 の実施 が望 ま しい とされて い

るが,特 に若年接触者 ではツ反応検査 を考慮すべ きで あ

る。今後 の対応 として,患 者へ の初 回面接後 に保健所内

の医師,保 健婦等,結 核業務担 当者 を構成 メンバ ーとす

る所 内検討会 を徹底 させ,接 触者検診計画 について担当

者 間で十分協議す ることが重要である。計画策定にあたっ

ては,患 者本人の有症状後の社会生活活動,感 染危険度

区分 を十分考慮 しなけれ ばならない。特 に患者が感染 危

険度 区分で 「最重要」,「重要」の場合 には,半 年 か ら1

年の間隔で検診 日程 を組む必要がある。 また,接 触者検

診対象者 に対 し,患 者登録後早い時期に今 後の検 診計画

を提示 し,理 解 と協 力 を求める ことも大切 である。

さらに,患 者管理の問題点 として,服 薬 中断を防止 で

きなかった ことがあげ られる。化学予 防 となった第2例

の8歳 の子供お よび症状 出現前 に発見 された第3例 の患

者 は,い ずれ も服薬初期 の段 階で中断 していた。定期 的

な服薬確 認が実施 されていれば,中 断防止が 図 られた と

考 え られる。登録後早期 に,患 者お よび化学予防者への

面接 を行 い,服 薬 の大切 さを伝 えるとと もに,少 な くと

も1カ 月に1度 の定期 的な服薬確認 を徹底す る必要があ

る。また,定 期 的な通 院が途絶 えた場合の主治医か ら保

健所へ の連絡体制 を整備す るなど,医 療機関 との連携強

化 も重要で ある。 なお,今 回の事例で は,第3例 目,第

4例 目に対 し,抗 結核薬 を持参 しての定期的 な保 健所 へ

の来所 を義務づ けさせ,薬 の残量 を確認す ることにより

服薬管理 を行 った。特 に,過 去 に服薬中断歴 のある患者,

中断の恐れのあ るアル コール依存 症合併 者等 では この よ

うな方法 による積極 的な服 薬確 認 も有効 と考える。

また,初 発患者,第2例,第3例 はそれぞれ発見 時に

異なる区の保 健所 で登録 されていたが,い ず れの保健所

において も接 触者対応 をは じめ とする患者管理 の不備 が

見 られた。保健所 の接触者対応 の問題 点については,他

の集団感染事 例におい て も指摘 されて お り8),今 回 の

事例 を含め厳 粛 に受け止めたい。今回の ような保健所 を

またがる事例では,集 団感染 の舞台 となった事業所,学

校 等 を管轄する保健所 が主体 とな り,各 保健所相互 で連

携 を取 り合 い対応 する ことが重要 である。 さらに,集 団

感染 の早期発 見,早 期予 防を図るためには,各 保健所 と

都 道府 県担 当課の緊密 な連携 が必要不可 欠である。各保

健所 は集団感染 が疑 われる事例 について,担 当課へ の迅

速な報告 を徹底 させ,ま た担 当課 は,発 生動 向および各

事例 の関連性 を常 に監視 し,必 要 な情報提供 を行 う とと

もに関係保健所 間の調整 を図るな ど,組 織的対応のい っ

そ うの強化が必要で ある。

本事例 では,発 病 した従業員 はそれぞ れ合併症,大 量

喫煙,ア ルコール多飲等の問題 を抱 えていた。大量喫煙,

糖尿病等の要 因は発病 リス クを高め ることが知 られてい

る9)。 そ して,ア ルコール多飲 と結核発 病 につ いて も,

剖検例で アル コール多飲者 に結核発病が高率であ るとい

う報告10)や 酒場 を背景 とす る集団感染の報告11)12)等 か

らその関連性が示唆 されてい る。 さらに借金等の金銭的

な問題 によるス トレスや不規則 な生活 も結核 発病に影響

を及ぼ した可能性 が高い もの と考え られる。なお,こ の

事業所は従業員の定期健康 診断を実施 していなかった。

東京都 に よる事業所検診 実施状 況調査 で も事業所規模 が

小 さ くな るほどその実施率が低 い ことが 報 告 され て い

る13)。 この ような事業所での結核患者 発生 は,発 見 の

遅れに より重症化 する危 険性が高 く,集 団感染 に発展す

る可 能性 がある。今後,健 康診 断の機会 に恵 まれない事

業所 に対す る健康教育 も含 めた保健所 の支援 の必要性が

示唆 された。

最後 に,今 回,従 来の疫学的調査 とRFLP分 析 に よ

り,少 な くとも2つ の結核菌 による感染経路が判明した。

最近で はRFLP分 析が,集 団感染事例 におけ る感染 経

路の分析 に用い られてい るが3)～5)8)11)12),今 回の よ う

な中年齢層での発生では,そ れぞれの肺結核 発病が初感

染か ら引 き続 き発病 したのか,ま たは既 感染か ら年月 を

経て発病 したのか を考える際に非常に有効 と考える。

結 語

本事例 に より,患 者本 人を直接面接 しての情報収集 や

服 薬指導,接 触者検診 の適切 な対象選定 およびその実施

時期 と内容,定 期 的な服薬確認 をは じめ とす る患者管理

の重要性 が改 めて再認識 された。保健所 の患者発生時の

対応 の不備 が集 団感染へ と感染 を拡大 させ る可能性 は高

い。常 に集 団感染 を念頭 に置 いた徹底 した対策が必要 と

される。 また,東 京都の ような人 口密集地域で は,患 者

関係者が多数の保健所管内 に及ぶ ことは少 な くな く,保

健所 間,保 健所 ・都道府県担当課間の緊密 な連携 による

広域的 な対応が求め られ る。
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